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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒を軸方向と平行に二分割した半割部材を上下に配置したすべり軸受であって、
　前記下側の半割部材の軸方向端部に、円周方向に細溝を設け、
　前記細溝の軸方向外側の周縁部の前記半割部材の外周面からの高さを円周方向に対して
変化させ、前記周縁部の前記半割部材の外周面からの高さの勾配は前記細溝の円周方向長
さの中央を中心軸として非対称となるように形成した
　ことを特徴とするすべり軸受。
【請求項２】
　前記周縁部の高さの勾配は、回転方向上流側端部から周縁部の高さが最低となる点まで
の勾配よりも、回転方向下流側端部から周縁部の高さが最低となる点までの勾配の方が小
さくなるように構成した
　ことを特徴とする請求項１に記載のすべり軸受。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、すべり軸受の技術に関し、円筒を軸方向と平行に二分割した半割部材を上下
に配置したすべり軸受の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、エンジンのクランクシャフトを軸支するための軸受であって、円筒形状を二分割
した二つの部材を合わせる半割れ構造のすべり軸受が公知となっている。また、前記軸受
の摺動面積を減らし、フリクション低減効果を得るために、前記軸受の幅を狭くする構造
がある。しかし、軸受の幅を狭くすると、流出油量が増加していた。そこで、前記軸受の
軸方向両端部に、全周に逃げ部分（細溝）を形成した軸受が公知となっている（例えば、
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００３－５３２０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の全周に細溝を形成した軸受では、摺動面積減少により、負荷容量が低下
し、良好な潤滑に必要な油膜厚さを確保することができず、且つ、総和の流出油量が多か
った。
【０００５】
　そこで、本発明は係る課題に鑑み、フリクション低減効果を得ることができ、総和の流
出油量を抑えることができる軸受を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００７】
　即ち、請求項１においては、円筒を軸方向と平行に二分割した半割部材を上下に配置し
たすべり軸受であって、前記下側の半割部材の軸方向端部に、円周方向に細溝を設け、前
記細溝の軸方向外側の周縁部の前記半割部材の外周面からの高さを円周方向に対して変化
させ、前記周縁部の前記半割部材の外周面からの高さの勾配は前記細溝の円周方向長さの
中央を中心軸として非対称となるように形成したものである。
【０００８】
　即ち、請求項２においては、前記周縁部の高さの勾配は、回転方向上流側端部から周縁
部の高さが最低となる点までの勾配よりも、回転方向下流側端部から周縁部の高さが最低
となる点までの勾配の方が小さくなるように構成したものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１０】
　すなわち、油膜圧力の発生を妨げない程度の細溝を設けることで、摺動面積を減らしつ
つ、フリクション低減効果を得ることができ、かつ、総和の流出油量を抑えることができ
る。
　また、前記細溝の周縁部の高さを円周方向に対して変化させることで、油膜圧力勾配を
変化させて油の吸い戻し量、漏れ量を適当な量に変化させることができる。
　また、細溝の周縁部の高さの勾配が回転方向上流側端部よりも回転方向下流側端部の方
が緩やかになるように構成することで、回転方向下流側端部の吸い戻し量が減少し、回転
方向上流側端部の吸い戻し量が増加する。これにより漏れ油量の総量が減少する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係るすべり軸受を示す正面図。
【図２】本発明の実施形態に係るすべり軸受を構成する半割部材を示す平面図。
【図３】（ａ）本発明の実施形態に係る半割部材を示す平面拡大図。（ｂ）同じくＡ－Ａ
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線断面拡大図。（ｃ）同じくＢ－Ｂ線断面拡大図。
【図４】（ａ）本発明の実施形態に係る半割部材を示すＣ－Ｃ線断面拡大図。（ｂ）本発
明の実施形態に係る半割部材を示すＤ－Ｄ線断面拡大図。
【図５】本発明の実施形態に係るＢ－Ｂ線断面拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、発明の実施の形態を説明する。なお、図１はすべり軸受１の正面図であり、画面
の上下を上下方向、画面の手前方向及び奥方向を軸方向（前後方向）とする。
【００１３】
　まず、第一の実施形態に係るすべり軸受１を構成する半割部材２について図１及び図２
を用いて説明する。
　すべり軸受１は円筒状の部材であり、図１に示すように、エンジンのクランクシャフト
１１のすべり軸受構造に適用される。すべり軸受１は、二つの半割部材２・２で構成され
ている。二つの半割部材２・２は、円筒を軸方向と平行に二分割した形状であり、断面が
半円状となるように形成されている。本実施形態においては、半割部材２・２は上下に配
置されており、左右に合わせ面が配置されている。クランクシャフト１１をすべり軸受１
で軸支する場合、所定の隙間が形成され、この隙間に対し図示せぬ油路から潤滑油が供給
される。
【００１４】
　図２においては、上側および下側の半割部材２を示している。なお、本実施形態におい
ては、クランクシャフト１１の回転方向を図１の矢印に示すように正面視時計回り方向と
する。また、軸受角度ωは、図１における右端の位置を０度とし、図１において、反時計
回り方向を正とする。すなわち、図１において、左端の位置の軸受角度ωが１８０度とな
り、下端の位置の軸受角度ωが２７０度となるように定義する。
【００１５】
　上側の半割部材２の内周には円周方向に溝が設けられており、中心に円形の孔が設けら
れている。また、上側の半割部材２の左右に合わせ面が配置されている。
　下側の半割部材２の内周の摺動面において、その軸方向の端部に細溝３が形成されてい
る。
【００１６】
　細溝３は下側の半割部材２に設けられる。本実施形態においては、細溝３は軸方向に並
列して二本設けられている。細溝３の回転方向下流側端部３ａは、クランクシャフト１１
の回転方向下流側合わせ面に近接しており、回転方向下流側端部３ａと回転方向下流側合
わせ面とは連通することなく設けられている。
　詳細には、細溝３の回転方向下流側端部３ａが、クランクシャフト１１の回転方向下流
側合わせ面がある１８０度よりも大きい軸受角度ω０に配置されている。すなわち、細溝
３は、クランクシャフト１１の回転方向下流側合わせ面（軸受角度ωが１８０度）よりも
大きい軸受角度ωから軸受角度ωが正となる方向（反時計回り方向）に向けて円周方向に
設けられる。
　下側の半割部材２においては、図１の右側の合わせ面が回転方向上流側合わせ面、図１
の左側の合わせ面が回転方向下流側合わせ面となる。
【００１７】
　細溝３の長さｌは、回転方向下流側端部３ａ（軸受角度がω０）から回転方向上流側端
部３ｂ（軸受角度がω１）までの長さに形成したものである。なお、軸受角度ω１は、ω
０よりも大きく２７０度以下である。より詳細には、軸受角度ω１は、通常２２５度より
も大きく２７０度以下である領域に存在する。
【００１８】
　細溝３は、図４に示すように、軸受厚さＴよりも浅い深さｄとなるように形成されてい
る。また、細溝３の幅はｗとなるように形成されている。
　また、細溝３の軸方向外側面を形成する周縁部２ａは、半割部材２の外周面からの高さ
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ｈを円周方向に対して変化させている。
　図３（ｃ）に示すように、周縁部２ａの高さｈの勾配は円周方向中央（軸受角度ωがω
２）を中心軸として非対称となるように形成されている。すなわち、断面視において、周
縁部２ａの高さｈが最も低くなっている位置（軸受角度ωがω３）は、細溝３の円周方向
中央（軸受角度ωがω２）よりも回転方向上流側に配置されている。
【００１９】
　図４（ａ）に示すように、周縁部２ａの高さｈが最も低くなっている位置（軸受角度ω
がω３）においては、周縁部２ａの高さｈが細溝３の底面と同じ高さであるように形成さ
れている。図４（ｂ）に示すように、回転方向下流側端部３ａ（軸受角度がω０）に近い
位置においては、周縁部２ａの高さｈは周囲のクランクシャフト１１との当接面よりも一
段低くなるように形成されている。
【００２０】
　図３（ｃ）に示すように、細溝３の半径方向の深さｄの勾配は円周方向中央（軸受角度
ωがω２）を中心軸として非対称となるように形成し、回転方向上流側端部３ｂ（軸受角
度ωがω１）から周縁部２ａの高さが最低となる点（軸受角度ωがω３）までの勾配より
も、回転方向下流側端部３ａ（軸受角度ωがω０）から周縁部２ａの高さが最低となる点
（軸受角度ωがω３）までの勾配の方が小さくなるように構成している。このように構成
することにより、回転方向上流側端部３ｂでの吸い戻し量を増加させつつ、回転方向下流
側端部３ａでの漏れ油量を低減させることができる。
【００２１】
　なお、本実施形態においては、周縁部２ａのクランクシャフト１１との当接面は連続す
る曲線になるように形成しているが、これに限定するものではなく、例えば、図５に示す
ように、回転方向上流側端部３ｂ（軸受角度ωがω１）において、周縁部２ａを不連続に
して、すべり軸受１の内周面と周縁部２ａの下流側端部との間に半径方向に延びる壁部２
ｂを設ける構成とすることもできる。
【００２２】
　以上のように、円筒を軸方向と平行に二分割した半割部材２・２を上下に配置したすべ
り軸受１であって下側の半割部材２の軸方向端部に、円周方向に細溝３を設け、細溝３の
軸方向外側の周縁部２ａの高さを円周方向に対して変化させ、周縁部２ａの高さｈの勾配
は円周方向中央（軸受角度ωがω２）を中心軸として非対称となるように形成したもので
ある。
　このように構成することにより、周縁部２ａの高さｈを円周方向に対して変化させるこ
とで、油膜圧力勾配を変化させて油の吸い戻し量、漏れ量を適当な量に変化させることが
できる。すなわち、円周方向中央（軸受角度ωがω２）よりも回転方向上流側における油
の吸い戻し量及び漏れ量と、円周方向中央（軸受角度ωがω２）よりも回転方向下流側に
おける油の吸い戻し量及び漏れ量とに差を設けることができるため、油膜圧力勾配を変化
させて油の吸い戻し量、漏れ量を適当な量に変化させることができる。
【００２３】
　また、周縁部２ａの高さｈの勾配は、回転方向上流側端部３ｂから周縁部２ａの高さｈ
が最低となる点（軸受角度ωがω３）までの勾配よりも、回転方向下流側端部３ａから周
縁部２ａの高さｈが最低となる点（軸受角度ωがω３）までの勾配の方が小さくなるよう
に構成したものである。
　このように構成することにより、周縁部２ａの高さｈの勾配が回転方向上流側端部３ｂ
よりも回転方向下流側端部３ａの方が緩やかになるように構成することで、回転方向下流
側端部３ａでの吸い戻し量が減少し、回転方向上流側端部３ｂでの吸い戻し量が増加する
。これにより漏れ油量の総量が減少する。
【符号の説明】
【００２４】
　１　　すべり軸受
　２　　半割部材
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　２ａ　周縁部
　３　　細溝
　３ａ　回転方向下流側端部
　３ｂ　回転方向上流側端部
　１１　クランクシャフト

【図１】 【図２】
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【図５】
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